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小
学
校
就
学
の
悩
み
は
次
年
度

就
学
児
教
育
相
談
窓
口
へ
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小学校・特別支援学校の見学 入
学
説
明
会

入
学
式

❖入学に向けた相談の流れ

次年度就学児教育相談

就学時健康診断

就学時健康診断
後の相談会

【
問
い
合
わ
せ
】

 

▽ 

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課（
☎
41-

３
１
４
６
）

 

▽ 

い
じ
め
相
談
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
41-

３
１
４
７
）

６
月
１
日
は「
い
じ
め
防
止
を
考
え
る
日
」

　

　「
花
巻
市
い
じ
め
防
止
等
の
た
め
の
基
本

的
な
方
針
」で
、
６
月
１
日
を「
い
じ
め
防
止

を
考
え
る
日
」と
し
て
い
ま
す
。
い
じ
め
防

止
に
は
、
各
学
校
や
保
護
者
、
地
域
の
皆
さ

ん
の
協
力
が
必
要
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
自

分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

適
切
な
情
報
機
器
の
使
用
を
呼
び
掛
け

　市
内
小
中
学
校
、
高
等
学
校
で
組
織
す
る

「
生
徒
指
導
連
絡
協
議
会
」で「
情
報
機
器
使

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
策
定
し
、
情
報
モ
ラ

ル
教
育
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容（
一
部
抜
粋
）

▼�

個
人
が
特
定
さ
れ
る
情
報
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投

稿
し
た
り
、
他
人
を
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
す
る
内
容

を
書
き
込
ん
だ
り
し
な
い

▼�（
右
記
の
よ
う
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
は
、

夜
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
）午
後
９
時
以
降
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
使
用
を
や
め
さ
せ
、
居

間
な
ど
保
護
者
の
目
の
届
く
と
こ
ろ
に
置

か
せ
る

い
じ
め
防
止
に
地
域
の
力
を

　子
ど
も
た
ち
が
安
全
・
安
心
な
日
々
を
送

れ
る
よ
う
、
見
守
り
で
気
付
い
た
こ
と
を
学

校
へ
連
絡
す
る
な
ど
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ＆Ａ

Ｑ. 就学に関する相談はいつでもで

きますか？

Ａ.随時受け付けています。市教育

委員会や、お子さんが通っている保

育園などを通じて、お気軽にご連絡

ください。

Ｑ.�特別支援学校の見学をすると必

ず入学しなければなりませんか？

Ａ.学校見学をしたからといって、

入学を強要するものではありませ

ん。お子さんに合った学びの場であ

るかを検討する材料にしましょう。

※そのほか気になることがあれば、お

気軽に右記相談窓口へご相談ください

Ｑ.小学校や特別支援学校の見学は

可能ですか？

Ａ.可能です。見学を希望する場合

は、市教育委員会就学前教育課にご

連絡ください。希望先の学校と見学

日程を調整してご連絡します。

　来
年
の
春
に
お

子
さ
ん
の
就
学
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、「
集

団
生
活
が
苦
手
で
学

校
生
活
は
大
丈
夫
か

な
」「
健
康
面
に
関
す

る
心
配
が
あ
り
、
学
校
で
み
ん
な
と
同

じ
よ
う
に
過
ご
せ
る
か
な
」な
ど
、
不
安

を
抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

　市
教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
と
保

護
者
が
安
心
し
て
就
学
を
迎
え
ら
れ
る

よ
う
、
年
長
児
を
対
象
と
し
た
「
次
年

度
就
学
児
教
育
相
談
窓
口
」
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

　子
ど
も
が
自
信
と
意
欲
を
持
ち
、
生

き
生
き
と
学
ん
で
い
く
た
め
に
、
ど
ん
な

教
育
環
境
や
教
育
内
容
・
方
法
が
望
ま
し

い
か
を
一
緒
に
考
え
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

❖
次
年
度
就
学
児
教
育
相
談
窓
口

　次
の
相
談
窓
口
に
直
接
ご
相
談
い
た
だ

く
か
、
現
在
通
っ
て
い
る
保
育
園
・
幼
稚

園
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
を
通
じ
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼ 

教
育
委
員
会
就
学
前
教
育
課

　（
石
鳥
谷
総
合
支
所
内
☎
41-

３
１
４
８
）

【
相
談
日
】

　毎
週
月
～
金
曜
日

【
受
付
時
間
】

　午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

▼ 

教
育
相
談
室

　（
ま
な
び
学
園
内
☎
23-

０
２
６
０
）

【
相
談
日
】

　毎
週
火
～
金
曜
日

【
受
付
時
間
】

　午
前
９
時
～
午
後
４
時

※上記期間以外でも、ご希望に応じて学校見学などに対応します。相談窓口までご連絡ください

次年度就学児教育相談
申し込み
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特
別
支
援
教
育
を
推
進
し
て
い
ま
す

特
別
支
援
教
育
を
推
進
し
て
い
ま
す

　保
育
園
や
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も

園
、
小
中
学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
の

中
に
は
、
行
動
の
特
徴
に
よ
り
集
団
生

　市
教
育
委
員
会
で
は
、
個
別
の
支
援

を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
特
性
に
応
じ

て
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
、
次
の
よ

う
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
取
り
組

み
を
実
施
し
て
い
ま
す

成
長
に
個
別
の
支
援
が
必
要
な

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

⑤説明

⑤説明

④助言

④助言

③連絡

保
護
者

教
育
委
員
会

特
別
支
援
教
育
担
当
者

保育園
幼稚園

認定こども園
小中学校

担任または特別
支援教育コー
ディネーター

教育委員会

帰教育相談室
帰学校教育課
帰就学前教育課

助言・
指導

巡
回
相
談
員

教
育
相
談
員

専門家

①相談

①相談

②連絡

②連絡

相談した後の流れ

子
ど
も
の
特
性
に
寄
り
添
っ
た

子
ど
も
の
特
性
に
寄
り
添
っ
た

【
問
い
合
わ
せ
】

 

教
育
委
員
会

 

▽
教
育
相
談
室（
☎
23-

０
２
６
０
）

 

▽
学
校
教
育
課（
☎
41-

３
１
４
６
）

 

▽ 

就
学
前
教
育
課（
☎
41-

３
１
４
８
）

◦�

各
園
や
小
中
学
校
に
支
援
員
な
ど

を
配
置

◦�

巡
回
相
談
員
・
教
育
相
談
員
が
各

園
や
小
中
学
校
を
訪
問
し
、
保
護

者
や
教
師
の
相
談
に
対
応

◦�

こ
と
ば
の
指
導
員
を
配
置
し
、
各

園
や
小
学
校
で
こ
と
ば
の
通
級
・

巡
回
指
導
を
実
施

◦�

特
別
支
援
教
育
担
当
者
や
特
別
支

援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
ふ

れ
あ
い
共
育
推
進
員
の
指
導
力
・

専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
研
修
会

を
開
催

◦�

特
別
支
援
教
育
の
理
解
・
啓
発
の

た
め
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成

お子さんの気になる様子があればご相談ください

□ 人の話や集団の指示を聞くのが苦手

□ じっとしていられず立ち歩いてしまう

□ 自分の思いを言葉で伝えることが難しい

□ 気持ちが高ぶって、手が出てしまうことがある

□ 相手の気持ちを汲み取ったり、周囲の状況を捉　　　

　えるのが難しい

□ 整理整頓が苦手、物をよくなくしてしまう

□ ルールを守って行動することが難しい

□ 独特のこだわりが見られることがある

□ 文字を書くことや計算が苦手

活
や
学
習
面
で
困
っ
て
い
る
子
ど
も
が

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
に
と
っ

て
は
、
周
り
の
大
人
が
、
子
ど
も
の
行

動
の
特
徴
を
本
人
の
性
格
の
問
題
な
ど

と
安
易
に
捉
え
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

行
動
を
す
る
の
か
、
背
景
を
理
解
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な

子
ど
も
一
人
一
人
の
特
性
に
合
わ
せ
た

特
別
支
援
教
育
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

お
子
さ
ん
の
様
子
で
気
に
な
る
こ
と
や

困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
各

園
や
小
中
学
校
、
教
育
委
員
会
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　お子さんが通っている各園または小中学校、
市教育委員会へ相談すると、特別支援教育担当
者を通じて、巡回相談員・教育相談員へ相談内
容が伝えられます。
　巡回相談員・教育相談員は、お子さんの様子
を見に行ったり、保護者や教師から話を聞いた
り、保護者と面談をしたりします。必要に応じ
て専門家から助言や指導をいただきながら、適
切な支援を判断し、各園または小中学校、市教
育委員会へ助言します。
　各園または小中学校、市教育委員会は支援内容
を保護者に説明し、お子さんを支援していきます。

※�
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ

か
、
市
教
育
委
員

会
窓
口
に
も
備
え

付
け
て
い
ま
す


